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三次市教育委員会組織規則の一部を改正する規則（案） 

 

 三次市教育委員会組織規則（平成１６年三次市教育委員会規則第５号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第５条の表中 

「 

学校教育係 

 

 

⑴ 児童生徒の就学及び学級編制に関するこ
と。 

⑵ 就学援助，就学奨励に関すること。 
⑶ 通学区域に関すること。 
⑷ 教職員（市費支弁の者を除く。）の人事，
給与及び福利厚生に関すること。 

⑸ 教職員の服務の監督に関すること。 
⑹ 学校配分予算の管理に関すること。 
⑺ 教材及び教具の整備に関すること。 
⑻ 校長会・教頭会に関すること。 
⑼ 学校保健及び健康教育に関すること。 

⑽ 課の庶務に関すること。 

教育指導係 ⑴ 学力向上対策に関すること。 
⑵ 学力検査に関すること。 
⑶ 教育プランの策定に関すること。 
⑷ 学校経営計画及び学習指導に関すること。 
⑸ 学校訪問指導に関すること。 



 ⑹ 情報教育，国際理解教育に関すること。 
⑺ 教職員の研修に関すること。 
⑻ 不登校の児童生徒に関すること。 
⑼ 教育課程及び学習指導に関すること。 
⑽ 生徒指導及び進路指導に関すること。 
⑾ 教科書，教科用図書及びその他教材に関す
ること。 

⑿ 就学指導委員会に関すること。 
⒀ 教育相談に関すること。 
⒁ 教育研究団体に関すること。 
⒂ 学校評議員及び学校関係者評価委員に関
すること。 

⒃ 児童生徒の体力づくりに関すること。 

                               」を 

「 

学校教育係 

 

 

⑴ 児童生徒の就学に関すること。 
⑵ 通学区域に関すること。 
⑶ 就学援助，就学奨励に関すること。 
⑷ 学校保健及び健康教育に関すること。 
⑸ 教職員の手当（県費）等に関すること。 
⑹ 学校配分予算の管理に関すること。 
⑺ 備品の管理に関すること。 
⑻ 教科用図書に関すること。 
⑼ 学校事務共同処理に関すること。 

教育指導係 ⑴ 教職員の人事，給与及び福利厚生に関する
こと。 

⑵ 学級編制に関すること。 
⑶ 教職員の服務の監督に関すること。 
⑷ 教職員の労働安全衛生に関すること。 
⑸ 教育課程に関すること。 
⑹ 教科等の指導に関すること。 
⑺ 教職員の研修に関すること。 
⑻ 学校経営指導に関すること。 
⑼ 特別支援教育に関すること。 
⑽ 教職員の手当（市費）に関すること。 
⑾ 課の庶務に関すること。 

 」に改める。 

   附 則 

 この規則は，平成２３年６月３日から施行する。 


